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図４．３ 非定常的な日常保全等の混在作業の場合の連絡調整のイメージ 
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(１） 定常的な操業の混在作業の場合の連絡調整 

 自動車・自動車部品製造事業場構内で、請負契約により請負会社が部品や半製品組み立てや、

製造ライン入口への材料装入や、製造ライン出口での製品搬出や検査作業等を担当している場

合、「一の場所」において元方事業者である自動車・自動車部品製造会社と関係請負人である請

負会社の間で日常的に混在作業（相互に相関連した作業）となる可能性がある。 

 

このような場合の連絡調整の措置としては、作業間の接点での分担の明確化や、段取り調整

手順や指示連絡系統の標準化等があり、それらを明確にした上で請負契約がなされ、詳細の連

絡調整等は、自動車・自動車部品製造会社と請負会社の定期の連絡調整等の協議会や、日々の

両者のミーティング等で調整と確認がなされた後、各事業者内で第一線作業者への指示徹底を

することが適当な方法である。 

上記の作業間の接点での分担の明確化は、たとえば材料や半製品のトラック等での荷渡しが

「車上渡し」か「置き場渡し」なのかの区分とか、それに伴うクレーン作業等の分担等の作業

の接点部分を取り決めること等があるが、できるだけ作業場所と時間を分ける等を行い混在作

業とならぬようにすることが望ましい。 

 

(２） 非定常的な日常保全等の混在作業の場合の連絡調整の手順 

製造作業時の設備を含めたなんらかのトラブル対処等、非定常の日常保全等における混在作業

の具体的な連絡調整のイメージを図で示すと下図 4.3 のようになる。 
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図４．３ 非定常的な日常保全等の混在作業の場合の連絡調整のイメージ 
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この非定常な日常保全や修理復旧作業での混在作業の連絡調整は、複数の作業間の調整になる

が、各工事は個別の請負契約になるので、下図 4.4 に示すように現実には各個別工事毎にニーズ

元から発意され、施工する請負会社との事前の現場説明等で、工事の依頼内容、危険性評価と必

要な安全措置等を確認後、施工する請負会社が提示する施工計画書、工事連絡票等の帳票で、工

事工程と危険性評価結果と措置等の確認の過程で、元方事業者による周辺関連工事との連絡調整

が行われ、その結果が各工事の施工計画書や、工事連絡票等に指示（作業場所、時間等の調整）

や留意事項（近接作業での火気使用や危険物取扱等）として記入され施工者に確認させて着工許

可の運びとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．４ 日常保全等での作業間の連絡調整の手順例 

 

 

 上記の着工許可後の工事作業の開始に伴い、協議会（4.3.1 参照）を設置し、当日の作業終了

時で翌日の作業手配が出来る時間帯等に、日々の状況変化や巡視（4.4.1 参照）の結果あるいは

労働災害の発生に対応して、一の場所での周辺工事を含めた事業者間の各作業間の段取り等の再

調整を行い、翌日朝の作業開始前の協議会で調整措置の確認の上、各事業者はツールボックスミ

ーティング等で自ら指揮下にある作業者に周知することとなる。 

  

次ページからは、事例１として休日工事に先立って自動車製造会社と関係する請負会社が全体

会議を開いて必要な調整を行っている例を、事例２として「作業時間シート」を用いて請負会社

間で作業の調整を行っている例を、事例３としてクレーン付近作業に関する連絡調整の例を紹介

する。 
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非定常的な日常保全等の混在作業の場合の連絡調整の事例１ 

 

Ａ社の土日（休日）工事の実施準備 

 

１ 安全衛生打合せ 

（１）Ａ社の工事担当部門の担当者と元請事業者の責任者で打合せを行い、「別表１－１

 工事に伴う安全衛生打合せ確認書」の項目に沿って安全衛生対策を確認する。 

（２）その際、工事に化学設備の設置、改造、内部への立ち入り等危険性及び有害性の

ある作業が含まれる場合は、「別表１－１ 別紙 危険作業打合せ書」をＡ社で作成

し、Ａ社の担当者と元請事業者の責任者が確認・サインした上で元請事業者の責任

者に交付する。 

（３）打合せ終了後、両者が「工事に伴う安全衛生打合せ確認書」及びにサインをする。 

 

２ 危険作業の届出 

  元請事業者は、「規則を遵守することの誓約書」と、危険な作業（高所作業、火気使

用作業、酸欠作業等）がある場合には、それぞれの届出書（一例として「別表１－２

 火気使用届け」参照）をＡ社に提出する。 

 

３ 全体会議 

（１）工事前日までに建屋ごとにＡ社と全ての関係請負事業者が集まってミーティング

（全体会議）を実施。 

（２）その際、Ａ社において工事ごと（元請事業者ごと）の作業の概要を示した「別表

１－３ 休日工事管理表」を作成。 

（３）各請負事業者が順番にそれぞれの作業を説明し、作業間で必要な調整を行う。こ

れが出来上がったときには、Ａ社と関係請負事業者全員が「休日工事管理表」にサ

インを行う。 
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引

先

東
京

都
港

区
芝

５
－

３
５

－
１

O
45

緊
急

連
絡

先
T
E
L

5・
6・

8
23

-8
01

32
0-

00
0

00
0-

33
3-

11
11

東
京

都
港

区
芝

5
-
3
5
-
1

血
液

型

○
○
二
郎

40
○
○
工
業
所

◎
要

資
格

作
業

◎
危

険
な

設
備

等
の

持
込

高
　

所
　

作
　

業

有
機

溶
剤

作
業

有
・
無

有
・
無

酸
　

欠
　

作
　

業

酸
欠

作
業

火
気

使
用

作
業

高
 所

 落
 下

爆
発

/
火

災
発

展

有
・
無

高
圧

ガ
ス

容
器

溶
接

機
器

塗
料

な
ど

の
危

険
物

ク
レ

ー
ン

な
ど

大
型

重
機

中
　

　
毒

有
・
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

◎
作

業
の

性
格

有
・
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

感
　

　
電

◎
工

事
の

危
険

要
素 有

・
無

5

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

他
、

爆
発

物

連 絡 調 整 の 実 施

点
検

資
格

者

火 気 ・ 危 険 物 ・ 高 所

有
機

溶
剤

足
場

の
組

立
等

危
険

性
及

び
有

害
性

の
あ

る
作

業
（
化

学
設

備
等

の
改

造
作

業
な

ど
で

「
設

備
の

分
解

又
は

設
備

内
部

へ
の

立
入

り
」
）
を

さ
せ

る
場

合
は

、
安

全
作

業
の

情
報

提
供

を
事

前
に

文
書

で
行

う
こ

と
。

（
詳

細
別

紙
１

）
石

田

石
田

石
田

石
田

石
田

石
田

石
田

当
該

工
事

が
他

の
工

事
と

混
在

作
業

で
あ

る
か

な
い

か
確

認
す

る
こ

と
。

（
混

在
作

業
　

：
　

当
該

工
事

と
部

門
内

の
他

工
事

（
作

業
）
、

又
は

施
設

、
工

機
金

型
な

ど
の

主
管

工
事

）

◎
工

事
メ

ー
カ

ー
名

：
○
○
工
業
所
株
式
会
社

　
　

　
　

　
　

印
又

は
サ

イ
ン

連
絡

先
00
0-
33
3-
11
11

混
在

作
業

に
よ

る
災

害
発

生
要

素
が

有
る

場
合

、
災

害
防

止
の

措
置

内
容

を
工

事
責

任
者

へ
指

示
す

る
こ

と
。

Ａ
社

所
有

設
備

を
使

用
さ

せ
る

場
合

は
、

危
険

性
リ

ス
ク

の
説

明
と

安
全

指
導

を
実

施
す

る
こ

と
。

構
内

安
全

教
育

資
料

（
打

合
せ

確
認

書
）
を

提
供

し
、

関
係

者
へ

周
知

す
る

よ
う

工
事

責
任

者
へ

指
導

す
る

こ
と

。

災
害

発
生

要
素

の
あ

る
設

備
（
設

備
、

重
機

、
危

険
物

な
ど

）
の

持
込

状
況

を
報

告
さ

せ
る

こ
と

。

作
業

エ
リ

ア
の

「
禁

じ
手

」
事

項
を

工
事

責
任

者
へ

周
知

し
た

か
（
保

護
具

火
気

厳
禁

立
入

り
禁

止
場

所
な

ど
）

○
荷

降
ろ

し
時

を
除

き
車

両
は

指
定

さ
れ

た
駐

車
場

に
駐

車
す

る
こ

と
。

（
正

門
に

て
駐

車
場

利
用

券
の

発
行

を
受

け
る

こ
と

。
）

稼
働

日
は

構
外

の
F
駐

車
場

（
事

前
申

請
必

要
）
、

不
稼

働
日

は
構

内
の

従
業

員
駐

車
場

を
ご

利
用

く
だ

さ
い

。

○○

打
 合

 せ
 確

 認
 事

 項
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(打

合
せ

確
認

し
た

該
当

項
目

に
○

、
非

該
当

項
目

に
－

を
入

れ
る

）

入
退

門
は

Ａ
社

正
門

と
し

、
保

安
で

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
る

こ
と

。

 -

食
事

は
食

堂
及

び
工

事
先

職
場

が
指

定
し

た
休

憩
所

と
す

る
。

＊
＊

弁
当

ガ
ラ

な
ど

の
ゴ

ミ
は

必
ず

持
ち

帰
る

こ
と

。

○○
工

事
上

、
必

要
な

場
所

以
外

へ
は

み
だ

り
に

立
ち

入
ら

な
い

こ
と

。

構
内

通
行

ル
ー

ル
は

事
前

に
作

業
者

へ
教

育
し

徹
底

さ
せ

る
こ

と
。

（
構

内
制

限
速

度
３

０
Ｋ

ｍ
/
ｈ

・
一

方
通

行
・
表

示
・
標

識
）

○ ○
作

業
責

任
者

は
腕

章
を

着
用

し
、

作
業

者
に

安
全

衛
生

教
育

を
行

い
、

作
業

に
応

じ
た

服
装

、
保

護
具

、
名

札
を

着
用

さ
せ

る
こ

と

就
業

時
間

は
Ａ

Ｍ
８

:１
０

～
Ｐ

Ｍ
５

:０
０

を
原

則
と

し
、

こ
れ

以
外

は
別

途
協

議
（
Ａ

社
・メ

ー
カ

ー
）
に

て
決

定
す

る
こ

と
。

○○
厚

生
施

設
（
食

堂
、

休
憩

所
、

喫
煙

所
、

ト
イ

レ
、

洗
面

所
）
の

利
用

は
指

定
さ

れ
た

場
所

を
清

潔
に

利
用

す
る

こ
と

。

毎
日

作
業

開
始

前
に

安
全

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

（
Ｋ

Ｙ
）
を

実
施

し
て

作
業

に
入

る
こ

と
。

（
K
Y
用

紙
は

工
事

終
了

ま
で

保
管

す
る

こ
と

）

 -○
設

備
の

動
力

源
（
エ

ア
ー

、
電

気
、

水
、

蒸
気

、
油

）
は

、
Ａ

社
担

当
者

の
指

示
を

受
け

て
送

･遮
断

す
る

こ
と

。

設
備

の
電

源
キ

ー
ス

イ
ッ

チ
は

作
業

責
任

者
が

管
理

す
る

こ
と

。

○

工
事

場
所

は
必

要
に

応
じ

て
ト

ラ
ロ

ー
プ

、
安

全
柵

等
で

囲
い

、
工

事
エ

リ
ア

を
明

確
に

す
る

こ
と

。

 -
有

機
溶

剤
使

用
作

業
で

は
、

有
機

溶
剤

作
業

主
任

者
が

常
に

作
業

の
指

揮
監

督
に

あ
た

り
中

毒
防

止
を

徹
底

す
る

こ
と

。

ピ
ッ

ト
、

タ
ン

ク
等

酸
素

欠
乏

の
危

険
場

所
へ

入
る

と
き

は
、

酸
素

濃
度

の
測

定
を

し
、

充
分

に
換

気
し

安
全

を
確

保
す

る
こ

と
。

 - -
特

種
作

業
は

垂
れ

幕
掲

示
を

徹
底

を
す

る
事

。
「
高

所
作

業
中

」
・
「
火

気
使

用
」
・
「
危

険
物

、
有

機
溶

剤
使

用
」
そ

の
他

）

火
気

使
用

願
い

は
ア

ー
ク

、
ガ

ス
溶

接
を

問
わ

ず
各

々
１

台
ご

と
に

１
件

申
請

す
る

こ
と

。

火
気

使
用

開
始

前
に

作
業

資
格

の
免

状
及

び
許

可
願

の
項

目
の

チ
ェ

ッ
ク

を
受

け
る

こ
と

、
又

終
了

時
チ

ェ
ッ

ク
も

受
け

る
こ

と
。

○

有
機

溶
剤

使
用

作
業

時
は

換
気

を
十

分
行

う
こ

と
。

換
気

が
不

十
分

な
場

所
で

は
有

機
ガ

ス
用

マ
ス

ク
を

着
用

す
る

こ
と

。

資
格

を
要

す
る

作
業

は
必

ず
有

資
格

者
に

従
事

さ
せ

免
許

証
を

携
帯

さ
せ

る
こ

と
。

○ - ○

次
の

も
の

を
使

用
す

る
場

合
は

工
事

３
日

前
ま

で
に

Ａ
社

担
当

者
へ

申
請

し
事

前
許

可
を

得
る

こ
と

。
・
火

気
…

「
火

気
使

用
許

可
願

」
　

　
・
危

険
物

、
有

機
溶

剤
作

業
…

「
危

険
物

、
有

機
溶

剤
使

用
許

可
願

」

万
一

事
故

発
生

の
場

合
は

直
ち

に
処

置
を

す
る

と
共

に
、

速
に

Ａ
社

担
当

者
及

び
保

安
グ

ル
ー

プ
へ

連
絡

の
こ

と
。

○○ ○ ○○ ○

工
事

場
所

（
該

当
場

所
に

○
）

＜
特

に
行

っ
た

事
前

打
合

せ
内

容
を

記
入

す
る

＞
石

田

Ａ
社

確
認

サ
イ

ン
Ａ

社
責

任
者

確
認

事
項

部
門

の
工

事
、

作
業

は
一

元
管

理
さ

れ
、

当
該

工
事

が
反

映
さ

れ
て

い
る

こ
と

。

○○ ○

ガ
ス

溶
接

の
ホ

ー
ス

は
ホ

ー
ス

バ
ン

ド
で

確
実

に
固

定
の

こ
と

。
（
針

金
等

は
使

用
し

な
い

こ
と

）

ガ
ス

溶
接

の
機

器
類

は
破

損
、

劣
化

し
た

も
の

は
使

用
し

な
い

こ
と

。

ア
ー

ク
溶

接
機

の
コ

ー
ド

は
必

ず
キ

ャ
ッ

プ
タ

イ
ヤ

ー
コ

ー
ド

を
使

用
す

る
こ

と
。

火
気

使
用

作
業

は
P
M

4
:3

0
迄

に
終

了
し

、
終

了
後

3
0
分

は
残

火
確

認
す

る
こ

と
。

現
場

を
離

れ
る

場
合

も
同

様
と

す
る

（
昼

食
等

）

 - ○

番
号

記
入

２
３

番
号

記
入

・
危
険
作
業
（
有
機
溶
剤
タ
ン
ク
内
）
が
あ
り
、
Ｍ
Ｓ
Ｄ
Ｓ
の
写
し

8

を
提
供
す
る
の
で
作
業
者
へ
の
周
知
を
指
導
し
た
。

9
石

田

石
田

火
気

工
事

は
使

用
す

る
場

所
で

「
危

険
度

ラ
ン

ク
」
を

定
め

、
ラ

ン
ク

に
応

じ
た

管
理

体
制

を
と

る
こ

と

作
業

エ
リ

ア
の

「
禁

じ
手

」
事

項
を

工
事

責
任

者
へ

周
知

し
た

か
（
保

護
具

、
火

気
厳

禁
、

立
入

り
禁

止
場

所
な

ど
）

（別表１−１）
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この用紙は「工事、作業」発注時、危険性及び有害性のある作業を請負わ
せる場合に、「爆発・火災・中毒」などの災害防止のために、安全作業の
情報提供を事前に文書で行うものです。（安全衛生法３１条） （提供日：　　年　　月　　日）

＊ＭＳＤＳ・化学物質取扱い安全ポイントなど（化学物質等の危険性及び有害性、安全衛生上の注意点、

事故発生時の応急対応）が有る場合は、下記１，２を記載しＭＳＤＳ・化学物質取扱い安全ポイントなど

を添付し、書面で請負会社の責任者へ提供して下さい。

【危険性及び有害性の作業】
化学設備などの「設置・改造・分解・撤去・内部への立入り」をさせる作業で被ばくによる災害要素
をともなう工事及び作業。

・ 化学物質等の危険物、有機溶剤の雰囲気に常時さらされている場所での作業

（タンクの解体、タンク内作業など）

・ 毒性ガスの被ばくのおそれが有る作業（毒性、可燃性ガス設備内作業）

・ 浄化槽やマンホール内など中毒（一酸化炭素、硫化水素など）災害の要素がある作業

・ 密室となる場所（保護具を必要とする）での塗装作業

・ その他、化学物質、有機溶剤の被ばくのおそれがある作業

（例：幹部を水で洗い流す・新鮮な空気を吸わせる・設備を停止させるなど）

A社責任者責任者

　　年　　　月　　　日　～　　　年　　　月　　　日

【危険作業打合せ書】

1 請負工事会社名

工事期間

5

3

4

2

事故発生時の対応

化学物質などの危険性・有害性

安全衛生上の注意点
（措置内容）

（例：火気厳禁・決められた方法遵守・十分な換気実施・保護具着用など）

（例：発火性、爆発性である・中毒「意識障害、死に至る」の危険性があるなど）

（別表１−１別紙）
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＜主たる指導内容＞
1 作業計画に無理はないか（他の危険物、可燃物等との距離

もしくわ同一場所での危険物等の使用はないか。）
　場     所

　（ﾚｲｱｳﾄ） 2 工事責任者はＡ社担当者、取引先作業責任者に
「会社構内における就業心得」、その他「工事に伴う安全衛生
打合せ確認書」に添った教育を作業実施前に行う。

3 工事責任者は使用現場の状況を把握し、作業区画内の
換気の頻度と換気方法の教育をする。

4 防炎シート、防火散水など十分な養生を行い火気を取り扱う。

5 取り決めは必ず遵守するように意思確認を行う。

電気溶接器、 ｶﾞｽ切断、高速切断機 * 危険物及び可燃物の撤去、適切な養生と取引先及び従業員
その他（          　　　　　　　　　　       ） 火気使用責任者に防火教育・緊急時の対応を周知徹底した
（所属名） 氏名 ので火気使用届けを提出致します。

（工事業者名） 氏名

教育実施者 役責 氏名

折り曲げ標旗へ

＊当日の防火監視者名 

＊当日の火気使用前、使用後チェック者名

                 火気使用日 日 日 日 日 日 月 日 日 日 日

火気使用時間   ～   ～   ～   ～   ～   ～   ～   ～   ～   ～

＊　使用前点検者サイン
１．１０ｍ以内の危険物及び可燃 物は撤去又は
　　適切な防火養成・散水準備をしたか。
２．ABC２０型消火器を準備したか
３．火気使用器具の故障などはないか
４．ｶﾞｽ溶接、他必要な資格証を所持しているか
５．溶接など溶断作業の火花防止対策は行ったか。
６．電気溶接器のアース接続は完全か。
              
＊　使用後点検者サイン
１．使用器具のバルブ、栓等を閉じ格納はされたか。
２．使用器具の破損、残熱、燃料漏れはないか。
３．火気使用区画でのくすぶりはないか。
４．作業現場の整理、整頓、清掃は行ったか。
５．残火の始末と事後の監視（３０分監視）は良いか。
６.使用電源のスイッチは切ったか

* 安全教育、工事打ち合わせを終了させた後この用紙を2部作成し（コピー）1部を安全衛生センターへ事前
に（２日前）提出、1部を職場控とし火気使用当日に標旗へ取り付け火気使用管理を徹底する.

* 標旗のない職場は安全衛生センターにて借用する（使用届提出後、工事の前日（平日出勤日）までに取りに
来て下さい.）

防災委員長 担当者安全担当係長所属長

： ： ： ：： ： ： ：

事
前
記
入

火
気
使
用
当
日
記
入

：

：

：

： ： ： ： ： ： ： ： ：

責任者

安全管理者

目的

火気の

種類

火気使用

平成     年     月     日　～　平成     年     月     日  期   間

火気使用届け 　　ＰＡ－１　　　部門 標旗番号　　　　　.標旗の借用希望
する　　/　　しない

（別表１−２）
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別
表
１
－
３

※
火

気
・
危

険
物

/
有

機
溶

剤
使

用
発

生
時

の
み

作
業

Ａ
社

高
所

危
険
物
使
用

休
出
者

8
～
1
0

1
0
～
1
2
1
3
～
1
5
1
5
～
1
7

8
～
1
0

1
0
～
1
2
1
3
～
1
5
1
5
～
1
7

1
　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

2
　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

3
　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

4
　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

5
　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

6
　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

7
　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

8
　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

9
　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

1
0

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

1
1

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

1
2

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

1
3

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

1
4

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

1
5

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

1
6

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

1
7

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

1
8

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

1
9

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

2
0

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

2
1

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

2
2

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

2
3

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

2
4

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

2
5

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

2
6

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

2
7

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

2
8

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

2
9

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

3
0

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

3
1

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

3
2

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

3
3

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

3
4

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

3
5

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

3
6

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

3
7

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

3
8

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

3
9

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

4
0

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
：
　
　
　
～
　
　
　
：
　
　

　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
日

確
認

日
　
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
日

者
数

担
当
者

作
業

日
N
ｏ
．

工
程
名

作
　
業
　
内
　
容

施
工
ﾒ
ｰ
ｶ
ｰ

ﾒ
ｰ
ｶ
ｰ
名

担
当

者

火
気
使
用

Ａ
社
立
合
者

作
業
時
間

確
認
時
間

日
火

気
種

類
日

日
日

○
○

部
門

　
　
休

日
工

事
管

理
表

休
出
チ
ー
フ

［
　

　
月

　
　

日
　

～
　

　
月

　
　

日
］

緑
（
一
般
，
清
掃
工
事
）

赤
（
火
気
使
用
）

黄
（
危
険
物
）

茶
（
高
所
作
業
）

工
場

安
防

部
門

長
技

　
幹

保
　
全

休
出

チ
ー
フ

休
日
工
事
管
理
票
.
X
L
S

（別表１−３）
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（別表１−３別紙）


